
1 

 

第１期 秩父広域市町村圏組合水道局障害者活躍推進計画 

 

  令和２年３月３１日 

 

                    秩父広域市町村圏組合管理者 

 

１．策定趣旨 

平成２８年４月に秩父地域１市４町の水道事業が統合され、秩父広域市町村圏組

合水道局が発足した。水道局においては職員５０人のほとんどが組合の構成団体等

からの派遣職員であることから障害者雇用を積極的には進めていなかった。しかし、

平成３０年８月に全国的に公務部門における対象障害者の報告誤りの実態が判明

し、組合においても障害者雇用に対する認識が不足していたことを確認した。 

令和元年６月には、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２

３号）の改正により、国及び地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務が明示

されるとともに、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を作成することとされた。 

このことから、本計画は、同法第７条の３第１項の規定に基づき、水道局におけ

る障害者雇用の推進と職員における障害者雇用の理解及び基本的な知識の普及を

図ることを目的として策定するものである。 

 

２．計画の対象 

秩父広域市町村圏組合水道局 

 

３．計画の期間 

令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間 

 

４．障害者雇用に関する課題 

令和２年３月１日現在、水道局には５０人の職員が在籍しているが、令和２年４

月１日における機構改革により事務局へ５名が異動する見込みである。また、秩父

広域市町村圏組合水道事業経営戦略（計画期間：平成２９年度～令和８年度）にお

ける組織の見通しにおいて、維持管理の効率的な委託と令和８年度以降の工事量の

減少が前提としつつ、令和８年度以降の職員数を３５人とする見込みである。 

また、下記の表に示したとおり職員の多くが構成団体等に籍のある派遣職員であ

り、組合の人事権が及ぶ範囲は極めて限定的であることや、プロパー職員の人数に

対する法定の障害者雇用人数（職員数に雇用率を乗じた人数）が１人に満たないこ

とから、職員から障害者であることの申告を受ける等を行っておらず、また、障害

者の雇用も行っていない。 

今後、今後の施設統合や職員数の削減を進めつつ、職員のプロパー化を図る中で

障害者採用等の可能性を検討するとともに、障害者である職員が活躍できる体制整

備や取り組みを進めたい。 
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【職員の内訳：令和 2 年3 月1 日現在】                     単位：人 

所属 プロパー職員 派遣職員 再任用職員 臨時職員 合計 

水道局 ７ ４３ ０ ０ ５０ 

 

５．目標 

（１）採用に関する目標 

   令和２年４月１日の職員数に障害者の法定雇用率を乗じた人数は１人となるが、

障害者の雇用人数は０人である。 

   派遣職員が大多数を占める組織であることや定期的な職員採用を行っていない

状況のため、計画期間内に法定雇用率を上回ることは非常に難しい。組合として、

今後の施設統合や職員数の削減を進めつつ職員のプロパー化を図る中で法定雇用

率を上回る障害者採用（１人）等の可能性を検討するとともに、障害者雇用の推

進に関する理解を促進する。 

 

（２）定着に関する目標 

   なし（今後、障害者である職員の定着状況データを把握予定） 

 

６．取組内容 

（１）障害者の活躍を推進する体制整備 

 ア 障害者雇用推進者として経営企画課長を選任する。 

 イ 障害者職業生活相談員の選任義務の有無に関わらず、障害者が在籍することと

なった場合は、事務局管理課に職員の相談窓口を設定し、組合情報系ネットワ

ーク等により周知する。 

 ウ 障害者職業生活相談員の選任義務が生じた場合には、３カ月以内に選任すると

ともに、当該選任しようとする者が資格要件を満たさない場合には、労働局が

開催する障害者職業生活支援相談員資格認定講習を受講させる。 

 

（２）障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

 ア 職員が中途障害者（在職中に疾病や事故等により障害者となった者をいう。）と

なり、従来の業務遂行が困難となった旨の相談があった場合は、労働局に相談

しつつ、負担なく遂行できる職務の選定及び創出について検討するとともに、

当該職員が派遣職員である場合は派遣元との協議を密に行う。 

 

（３）障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

 ア 相談窓口への相談のほか、人事評価面談の際、障害者である職員に対しては、

必要な配慮等の有無を把握することとし、その結果を踏まえて検討を行い、継

続的に必要な措置を講じる。なお、措置を講じるにあたっては、障害者からの

要望を踏まえつつも、過重な負担にならない範囲で適切に実施する。 

 イ 募集及び採用にあたっては、以下の取扱いを行わない。 
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   ・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 

   ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

   ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

   ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」と

いった条件を設定する。・特定の就労支援機関からのみ受入れを実施する。 

 

（４）その他の人事管理 

 ア 職員が中途障害者となった場合、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職

場環境の整備等や通院への配慮、働き方、キャリア形成等の取組みを行う。 

 

（５）その他 

 ア 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達等に関する法律に基づく障害

者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進する。 

 イ 障害者就労施設等が生産、加工等をした物品を販売する場の提供を実施する。 

 ウ 民間事業主における障害者の活躍を促進するため、法定雇用率以上の障害者を

雇用していること等を、必要に応じて公共調達の競争参加資格に含める。 


